SEOサービス契約書

本契約書（以下「本契約」という。）は、●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）との間で、乙が甲に対して提供するSEOサービス（以下「本サービス」という。）に関し、その提供条件および両当事者の権利義務を定めることを目的として、次のとおり締結される。

（第1条　目的）
甲は乙に対し、自社が運営するウェブサイトの検索エンジン最適化（SEO）の実施・改善・運用に関する業務を委託し、乙はこれを受託する。本契約は、両当事者の責任範囲、成果物、対価等を明確化することを目的とする。

（第2条　本サービスの内容）
1　本サービスの具体的内容は以下のとおりとする。
（1）検索順位向上を目的としたサイト内部改善（内部リンク構造、タグ最適化等）
（2）外部要因分析およびSEO戦略立案
（3）検索キーワードの調査および提案
（4）コンテンツ企画および改善提案
（5）サイトパフォーマンスの測定、レポート作成
（6）その他、本サービス遂行に必要と甲乙が合意した業務
2　本サービスの範囲外の作業（大規模改修、開発、追加記事制作等）は、別途見積もりの上、甲乙協議により定める。

（第3条　成果物の扱い）
1　乙が本サービスの遂行において提供するレポート、分析資料、キーワード一覧その他成果物（以下「成果物」という。）の著作権は、特段の合意がない限り乙に帰属する。
2　甲は成果物を自社サイトの運用目的に限り利用できるものとする。

（第4条　役務提供の方法）
1　乙は、専門的知見に基づき、合理的かつ誠実な方法で本サービスを遂行するものとする。
2　乙は、検索順位の変動、検索エンジンのアルゴリズム変更その他の要因により、順位結果を保証するものではない。
3　本サービスの実施方法、スケジュール等は、甲乙協議のうえ決定する。

（第5条　委託料および支払条件）
1　本サービスの対価（以下「委託料」という。）は、月額●●円（消費税別）とする。
2　甲は乙に対し、毎月末締め翌月末払いにて委託料を支払う。
3　甲が支払いを遅延した場合、年率14.6％の遅延損害金を支払う。

（第6条　再委託）
乙は、本サービスの全部または一部を第三者に再委託することができる。ただし、当該第三者に本契約と同等の守秘義務を課し、その行為について乙が責任を負う。

（第7条　秘密保持）
1　甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業情報、技術情報その他の一切の非公開情報（以下「秘密情報」という。）を第三者に漏えいしてはならない。
2　秘密情報は、本契約終了後も●年間存続する。

（第8条　知的財産権）
1　乙が提供する成果物およびノウハウに関する知的財産権は乙に帰属する。
2　甲は乙の事前承諾なく成果物を複製、転載、第三者提供してはならない。

（第9条　保証の否認）
乙は以下の事項についていかなる保証も行わない。
（1）検索順位の向上または維持
（2）アクセス数・売上等の具体的成果
（3）第三者の行為によるサイト評価の変動
（4）検索エンジンの仕様変更による影響

（第10条　損害賠償）
1　乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は通常かつ直接の損害の範囲で賠償責任を負う。
2　乙の責任額は、過去3ヶ月分の委託料総額を上限とする。

（第11条　契約期間）
1　本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
2　期間満了の30日前までにいずれかが書面による解約通知を行わない場合、本契約は同条件にて自動的に1年間更新される。

（第12条　契約の解除）
1　甲および乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、催告なく本契約を解除できる。
（1）重大な契約違反があったとき
（2）支払停止、破産、民事再生、会社更生手続の申立てがあったとき
（3）反社会的勢力との関与が認められたとき
2　解除により生じた損害について、違反当事者は賠償責任を負う。

（第13条　反社会的勢力の排除）
甲および乙は、自らおよび役員・従業員が反社会的勢力に該当しないこと、またその関与がないことを保証する。

（第14条　不可抗力）
天災地変、感染症拡大、サーバー障害、法令変更その他不可抗力事由により本契約が履行できない場合、当事者はその責任を負わない。

（第15条　協議事項）
本契約に定めのない事項や疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上解決する。

（第16条　準拠法・管轄）
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名欄
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

●年●月●日　

甲：●●株式会社
住所：
代表者名：　　　　　　　　　印

乙：●●株式会社
住所：
代表者名：　　　　　　　　　印

